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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え⽅及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え⽅
2015 年 9 ⽉に制定した当社の「コーポレートガバナンス基本⽅針」において、コーポレートガバナンスに関す

る基本的な考え⽅を定めております。 

「コーポレートガバナンス基本⽅針」 
＜基本的な考え⽅＞ 

当社は、持続的な成⻑及び中⻑期的な企業価値の向上に資するコーポレートガバナンスには、経営の執⾏
における適切なリスクテイクを促す⼀⽅、執⾏に対する実効性の⾼い監督機能を確⽴し運⽤することが必要と
考え、監督側の視点からコーポレートガバナンスの仕組みを構築した。会社法上の機関設計としては、「委員会
等設置会社」（現「指名委員会等設置会社」）を 2003 年に選択するとともに、属⼈性を排したシステムとし
て、コニカミノルタ流のガバナンスをこれまで追求してきた。 

当社のガバナンス体制に関する基本的な考え⽅は以下のとおりである。 
・経営の監督と執⾏を分離し、企業価値向上に資するべく経営の監督機能を強化する。 
・株主の⽬線からの監督を担うことができる独⽴社外取締役を選任する。 
・これらにより経営の透明性・健全性・効率性を向上させる。 
具体的に、取締役会及び三委員会の構成は、次のとおりである。 

（１）取締役会 
・独⽴社外取締役を取締役総数の３分の１以上にするとともに、執⾏役を兼務しない取締役を取締役総

数の過半数とする。 
・執⾏役を兼務しない取締役から取締役会議⻑を選定する。 

（２）指名・監査・報酬の各委員会・三委員会共に社外取締役３名と社内取締役２名で構成する。 
・三委員会の委員⻑は、社外取締役の中から選定する。 
・代表執⾏役社⻑は、指名委員、監査委員⼜は報酬委員のいずれにも選定しない。 

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 
当社は、上記の基本的な考え⽅に基づき、コーポレートガバナンス・コードの各原則を全て実施しております。 
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【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開⽰】 
 
【原則 1-4 いわゆる政策保有株式】 

当社は、政策保有株式に関する⽅針及び保有株式に係る議決権⾏使基準を策定、開⽰いたします。ま
た、毎年、主要な政策保有株式の中⻑期的な経済合理性を検証しております。 
（１）政策保有株式に関する⽅針  

・発⾏会社との企業連携や事業シナジーが⾒込めることを基本とし、発⾏会社との取引関係の維持・強化や
取引の円滑化などを通じ、当社企業価値の向上に努めます。なお、保有の意義・合理性が乏しいと判断
される株式については、適宜、株価や市場動向その他の事情を考慮しつつ、売却を⾏います。 

・当社は 2017 年 6 ⽉の経営審議会において主要な政策保有株式についてそのリターンとリスクなどを踏ま
えた中⻑期的な経済合理性や将来の⾒通しについて検証いたしました。その結果、主要な政策保有株
式の発⾏企業とは現在取引継続中もしくは協業関係にあり、あるいは将来の事業連携等が⾒込まれるた
め、当該株式の保有には⼗分な合理性があると判断しております。また、同年同⽉の取締役会に、その検
証結果を踏まえて、今後の保有の狙い、⽅向性等の具体的な説明を⾏いました。 

・主要な個別銘柄の保有⽬的については、有価証券報告書に記載しております。 
（２）政策保有株式に係る議決権⾏使の基準  

・原則として賛成の議決権を⾏使しますが、上記の政策保有株式に関する⽅針に反すると思われる提案に
ついては適切に評価・判断します。 

 
【原則 1-7 関連当事者間の取引】 

当社は、役員（取締役⼜は執⾏役）との間で、万⼀会社法に定める利益相反取引を⾏う場合は、会社
法及び取締役会規則に基づき取締役会の承認決議を得ることとしております。また、役員による利益相反取
引を把握すべく、役員及びその近親者（⼆親等内）と当社グループとの間の取引（役員報酬を除く）の有無
等を毎年定期的に役員各々に確認しております。このほか、当社と主要株主や⼦会社・関連会社等の関連当
事者との取引については、当社及び株主共同の利益を害することのないよう、第三者との取引と同様に権限規
程に基づき社内承認⼿続きを実施することとしております。 
 
【原則 3-1 情報開⽰】 

当社は、法令に基づく開⽰を適切に⾏うことに加え、当社の意思決定の透明性、公正性を確保し、実効的
なコーポレート・ガバナンスを実現するとの観点から以下の事項について開⽰し、主体的な情報発信を⾏っており
ます。具体的には、当社ウェブサイト、CSR レポート、コーポレート・ガバナンス報告書、アニュアルレポート、事業
報告その他の報告書、及び株主総会参考書類等において情報開⽰し、加えて経営⽅針説明会、個⼈投資
家向け説明会等においても主体的な情報発信を⾏っております。  
 
（１）経営理念及び経営計画  

アニュアルレポートで開⽰した上で、コーポレート・ガバナンス報告書へのリンクも設けて詳細な情報も提供して
おります。また「経営⽅針説明会」 「個⼈投資家向け会社説明会」などにおいても積極的に説明しております。 
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経営理念・・・当社ウェブサイトにおいて開⽰しておりますコニカミノルタフィロソフィーをご参照ください。 
http://www.konicaminolta.jp/about/corporate/vision.html 

経営計画・・・当社ウェブサイトにおいて開⽰しております中期経営計画をご参照ください。 
http://www.konicaminolta.jp/about/investors/management/midterm_plan_presentati

ons/index.html 
 
（２） コーポレートガバナンスに関する基本的な考え⽅と基本⽅針 

当社ウェブサイトにおいて開⽰しておりますコーポレートガバナンス基本⽅針をご参照ください。 
http://www.konicaminolta.jp/about/investors/management/governance/index.html 
 
（３）執⾏役及び取締役の報酬を決定するに当たっての⽅針と⼿続き  

本報告書 II.１.【インセンティブ関係】「該当事項に関する補⾜説明」及び【取締役・執⾏役報酬関係】「報
酬の額⼜はその算定⽅法の決定⽅針の開⽰内容」をご参照ください。  
 
（４）執⾏役の選任及び取締役候補の指名を⾏う際の⽅針と⼿続き 
（ａ）執⾏役の選任 

取締役会は、当社グループにおける新しい価値の創造を可能とし、かつ、当社の社内外のステークホルダーか
ら⼗分に納得を得ることができ、執⾏役たるに相応しい⼈材を公正かつ適時適切に選任いたします。その判断
基準として「執⾏役選定基準」を定めます。「執⾏役選定基準」において、当社グループ内外における経営執⾏
に関する能⼒及び経験、⼜は⾼度の専⾨的知識・技術、再任時の年齢制限等からなる資格基準、及び⾼い
倫理観、顧客優先主義、イノベーション、情熱をもった実現へのコミット等の価値基準を充たす執⾏役を選定し
ます。 

新任執⾏役の選定プロセスでは、経営幹部候補者研修を経た執⾏役候補者に対して、書類及び⾯接によ
る１次審査のうえ、外部の視点と⽇常接している内部関係者の視点の両⽅を取り⼊れた客観性及び妥当性
の⾼い判断を⾏うためにアセスメントを実施しております。その結果を踏まえ、代表執⾏役及び⼈事担当執⾏
役で構成される評価会議において、執⾏役候補者群を決定します。 

代表執⾏役社⻑は次期執⾏体制を編成する際、執⾏役候補者群の中から執⾏役として適任と判断する
者を選択し、次期執⾏役選定案を作成し、「執⾏役の担当職務⼀覧表」と合わせて取締役会へ提案いたしま
す。 

なお、指名委員会は、上記の取締役会提案に先⽴ち、代表執⾏役社⻑から次期執⾏役選定案を含む、
次期執⾏体制案及び各執⾏役の担当職務案の報告を受け、プロセスの妥当性を含めて監督します。 
（ｂ）取締役候補の指名 

指名委員会は、毎年取締役会・委員会の構成や選任基準のレビューから始めること、キャリア・スキルのバラ
ンス・多様性の観点から審議すること等により、取締役候補の選定を充実させることを⽅針に掲げ、以下のプロ
セスで選定を⾏っております。 
＜取締役全体＞ 

①取締役会構成の在り⽅をレビューし、取締役会の総⼈数、社外取締役、執⾏役を兼務しない社内取締
役、執⾏役兼務の社内取締役それぞれの⼈数案を確認します。 
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②在任年数⼜は年齢の基準に従い退任予定の取締役を確認し、社外取締役・社内取締役別に新任の
候補者とする⼈数を想定します。 

＜社外取締役＞ 
③「社外取締役」の候補者の選定にあたり、指名委員会で進め⽅を確認した上、委員⻑は指名委員及び

他の社外取締役、代表執⾏役社⻑に各⾃の情報に基づいて幅広く候補者を推薦することを要請しま
す。なお、参考情報として、優良企業の「会⻑」を中⼼に独⽴性、年齢、兼職状況等の情報を含めて事
務局が作成した候補者データベースを指名委員等へ配布します。 

④上記により集約した被推薦者から、指名委員会は後段に⽰す次の事項を考慮して候補者を絞り込み、
順位を決定します。 
・取締役選任基準 
・社外取締役の独⽴性基準 
・社外取締役に求めるキャリア・スキルとそのバランス・多様性 

⑤候補者の順位に従い、指名委員会委員⻑と取締役会議⻑が訪問し、社外取締役就任を打診します。 
＜社内取締役＞ 

⑥「社内取締役」の候補者は、次の点を重視して取締役会議⻑と代表執⾏役社⻑の協議により原案を作
成します。 
・取締役選任基準 
・「執⾏役を兼務しない取締役」と「執⾏役を兼務する取締役」それぞれの役割 
・「執⾏役を兼務しない取締役」と「執⾏役を兼務する取締役」それぞれに必要な能⼒・経験等の考え⽅ 

⑦原案を基に指名委員会において審議します。 
 
〔取締役選任基準〕 

指名委員会は、透明性、健全性、効率性を果たす企業統治を実⾏するに相応しい取締役として以下の基
準を満たす者を選任することとしています。 
①⼼⾝ともに健康であること 
②⼈望、品格、倫理観を有していること 
③遵法精神に富んでいること 
④経営に関し客観的判断能⼒を有するとともに、先⾒性、洞察⼒に優れていること 
⑤当社主要事業分野において経営判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係・取引関係がないこと、及び産

官学の分野における組織運営経験、⼜は技術、会計、法務等の専⾨性を有していること 
⑥社外取締役については、出⾝の各分野における実績と識⾒を有していること、取締役としての職務遂⾏を⾏

うための⼗分な時間が確保できること、及び必置三委員会のいずれかの委員としての職務を遂⾏する資質を
有していること 

⑦取締役の再任における留意事項及び通算任期数・年齢等の要件は別途定める。社外取締役の在任期間
は原則４年までとする 

⑧その他、株式公開会社としての透明性と健全性・効率性を果たす企業統治機構構築の観点から、取締役
に求められる資質を有していること 
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〔社外取締役の独⽴性基準〕 
社外取締役の独⽴性基準については、本報告書 II.１【独⽴役員関係】「その他独⽴役員に関する事項」

をご参照ください。 
 

〔社外取締役候補に求めるキャリア・スキル及びそのバランス・多様性〕 
①取締役の多様性については、指名委員会規程の「取締役選任基準」の中で「産官学の分野における組織

運営経験、⼜は技術、会計、法務等の専⾨性を有していること」「社外取締役については、出⾝の各分野に
おける実績と識⾒を有していること」と定めています。 

②取締役会が戦略的な⽅向付けを⾏うために、強化⼜は補充を要する資質・能⼒・経験を検討します。 
③取締役会において、当社の経営課題に対する有益な助⾔が得られるように、再任予定の社外取締役及び

新任候補者に関して、出⾝業種・主な経営経験及び得意分野等の「キャリア・スキルマトリックス表」を作成
し、全体のバランス・多様性を考慮します。 

④2017 年株主総会における新任社外取締役候補者の選定にあたっては、企業経営の経験があることに加
え、事業転換や新規事業の育成、グローバル経営等の経営課題を推進する上で有益な助⾔・監督ができ
ることを基本とすることを指名委員会で確認しました。 

 
〔社内取締役の役割と候補者選定の考え⽅〕 
①取締役会議⻑は、取締役会を招集し、議⻑を務めるだけでなく、コーポレートガバナンスの実効性向上を統

括する役割を担います。取締役会においては⾃由闊達で建設的な議論とすべく議事を進⾏するとともに、⾃
⾝も監督や助⾔の観点から適宜質問等の発⾔を⾏います。また、取締役会実効性評価の結果を踏まえ、
取締役会運営⽅針を策定し、定時株主総会後の取締役会において説明します。 
取締役会議⻑には、当社の経営を熟知し、実効性の⾼い経営の監督が成し得ることから前代表執⾏役社
⻑を選任しています。なお、当社のコーポレートガバナンス基本⽅針及び経営組織基本規則においては、社
外・社内に関わらず、執⾏役を兼務しない取締役を取締役会議⻑とする旨を定めています。 

②常勤の監査委員として監査委員会において⼀定の監査の質の確保を担うことができる者を執⾏役を兼務し
ない社内取締役に選定します。 
常勤の監査委員等を担う社内取締役には、監査委員会の実効性を⾼めるため、当社執⾏役としての豊富
な経営執⾏の経験が重要と考えますが、特に経理・財務⼜は事業管理、基幹事業経営の経験を有するこ
とを重要な選任条件としています。 
なお、この社内取締役は、指名委員・報酬委員の職務も担うものとします。 

③執⾏役兼務の社内取締役には、取締役会において活発かつ本質的な審議を⾏うため、代表執⾏役社⻑
の他、経験・能⼒・資質を有することに基づき、経営戦略、経理・財務、技術等の主要な職務を担当する執
⾏役であることを選任条件としています。 

 
（５）主要な職務を担当する執⾏役及び取締役候補の個々の選任・指名の理由 
（ａ）主要な職務を担当する執⾏役 

取締役会において、主要な職務を担当する執⾏役を選任した個々の理由は、次のとおりであります。 
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「最⾼経営責任者」：⼭名 昌衛（代表執⾏役社⻑） 
当社主⼒の情報機器事業の事業責任者、グループ経営戦略担当等として経験と実績を有すると共に、

2017 年度よりスタートした新中期経営計画の着実な実⾏により持続的な利益成⻑を牽引する経営トップとし
て最も適任であるため。 
 
「経営企画、経営管理全般、リスクマネジメント 担当」：畑野 誠司（常務執⾏役） 

メガバンクで⽇⽶アジアにおける⾦融業務を歴任した後、当社において中期経営計画の策定並びに成⻑事
業及び M&A の推進を統括した経験と実績を有するため。 
 
「技術担当」：腰塚 國博（常務執⾏役） 

当社の研究開発責任者及び技術戦略統括の経験と実績、並びに新規事業開発に関する⾒識、外部の
技術動向に幅広い知⾒を有するため。 
 
（ｂ）取締役候補 

指名委員会において取締役候補者を選定した個々の理由は、次のとおりであります。なお、社外取締役候
補者の選任理由は、本報告書Ⅱ.１.「社外取締役に関する事項」をご参照ください。 
 
〔社内取締役候補者とした理由〕（第 113 回定時株主総会） 
松﨑 正年（取締役会議⻑）： 

当社及びグループ会社において、分社・持株会社制の下で情報機器事業の開発責任者、基礎研究及び
要素技術開発を担った⼦会社の社⻑、当社技術戦略担当役員などを歴任、2009 年 4 ⽉から 2014 年 3
⽉まで代表執⾏役社⻑として当社グループの経営をリードし、豊富な経験と実績を有しています。2014 年 4
⽉からは取締役会議⻑として、コーポレートガバナンスの実効性の更なる向上に努めております。 

当社のコーポレートガバナンス基本⽅針において、「取締役会議⻑は、執⾏役を兼務しない取締役から選定
される。」と定め、社内取締役⼜は社外取締役に関わらず適切な⼈選を⾏うこととしています。 

当社の経営を熟知した執⾏役を兼務しない社内取締役が取締役会議⻑を務め、当社ガバナンスシステムを
有効に機能させ、企業価値の向上につなげるべく、引き続き取締役候補者としました。なお、松﨑正年⽒は、
常勤の社内取締役としての職務遂⾏のために⼗分に時間を確保の上、経営の監督の任に当たります。 
 
⼭名 昌衛（代表執⾏役社⻑）： 

当社及びグループ会社において、経営戦略・IR 担当役員、情報機器事業の販売本部⻑、事業責任者な
どを歴任し、豊富な経験と実績を有しています。2014 年 4 ⽉から代表執⾏役社⻑として、当社グループの経
営をリードし、中期経営計画「TRANSFORM 2016」の推進により企業価値の向上に注⼒して来ました。 

当社グループの最⾼経営責任者として、2017 年度よりスタートした新中期経営計画の着実な実⾏により
持続的な利益成⻑を牽引するとともに、取締役会においては経営の監督に応えるべく代表執⾏役として説明
責任を果たす⼀⽅、経営上重要な意思決定の強化に貢献するため、引き続き取締役候補者としました。 
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安藤 吉昭： 
当社は、監査委員会の実効性を⾼めるため、豊富な経営執⾏経験と⾼度な情報収集⼒を有する常勤の

社内取締役を監査委員に選定することが重要と考えています。安藤吉昭⽒は監査委員として執⾏の経営会
議に陪席し、取締役会から執⾏役に委任された業務に関する決定プロセスの妥当性や内部統制システムの運
⽤の状況を把握する等、社内ネットワークを利⽤して収集した各種情報を監査委員会にフィードバックすることに
より、監査委員会の監査における情報の質と量を充実させています。 

安藤吉昭⽒は当社の経理部⻑をはじめ、常務執⾏役として経理・財務、経営戦略等を担当し、豊富な経
験並びに財務及び会計に関する相当程度の知⾒を有しております。2014 年から執⾏役を兼務しない社内取
締役として経営の監督に専念するとともに、指名・監査・報酬の各委員会においては社内委員としてその活動
の充実に努めております。 

当社のガバナンスの維持・向上により企業価値の向上につなげるため、引き続き取締役候補者としました。 
 
塩⾒ 憲： 

当社は、監査委員会の実効性を⾼めるため、豊富な経営執⾏経験と⾼度な情報収集⼒を有する常勤の
社内取締役を監査委員に選定することが重要と考えています。塩⾒憲⽒は監査委員として執⾏の経営会議に
陪席し、取締役会から執⾏役に委任された業務に関する決定プロセスの妥当性や内部統制システムの運⽤の
状況を把握する等、社内ネットワークを利⽤して収集した各種情報を監査委員会にフィードバックすることによ
り、監査委員会の監査における情報の質と量を充実させています。 

塩⾒憲⽒は当社の執⾏役として計測及び光学各事業の経営管理を担当し、豊富な経験並びに経営管理
に関する相当程度の知⾒を有しております。2015 年から執⾏役を兼務しない社内取締役として経営の監督
に専念するとともに、監査・報酬の各委員会においては社内委員としてその活動の充実に努めております。 

当社のガバナンスの維持・向上により企業価値の向上につなげるため、引き続き取締役候補者としました。 
 
畑野 誠司（常務執⾏役）： 

当社の常務執⾏役として中期経営計画の推進において、経営企画をはじめ、経理・財務など経営管理全
般、リスクマネジメントを担当し、当社グループの企業価値向上に努めております。経営企画・経営管理の統
括、M&A の推進を担う常務執⾏役として、取締役会への説明責任を果たしつつ、併せて経営上重要な意思
決定に参画するため、引き続き取締役候補者としました。 
 
腰塚 國博（常務執⾏役）： 

当社の常務執⾏役として中期経営計画の推進において、技術全般を担当し、当社グループの企業価値向
上に努めております。技術戦略、基礎研究及び新規技術開発の統括・推進を担う常務執⾏役として、取締役
会への説明責任を果たしつつ、併せて経営上重要な意思決定に参画するため、引き続き取締役候補者としま
した。 
 
【補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務】 

取締役会は、指名委員会等設置会社として法令上許される範囲で業務の決定を執⾏役に⼤幅に委任し
て機動的な業務執⾏を図っております。また、取締役会は、経営の基本⽅針等法令上取締役会の専決事項
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とされている事項に加え、⼀定⾦額以上の投資案件等、グループ経営に多⼤な影響を与え得る限られた事項
のみを決定いたします。 
 
【原則 4-8 独⽴社外取締役の有効な活⽤】 

当社は、経営の監督機能の強化とともに、⼀般株主の⽬線から監督を担うことが出来る独⽴社外取締役を
取締役総数の３分の１以上に当たる４名を選任しております。  

なお、独⽴社外取締役に期待する役割は、以下のとおりであります。 
（１）取締役会の重要な意思決定に参画するとともに、そのプロセスの監督を⾏うこと。  
（２）経営⽅針、経営計画の策定、経営執⾏状況の報告に対し、⾃らの経験及び知識に基づき助⾔を⾏

うこと。 
（３）当社及び株主と経営陣等との間の利益相反を監督すること。  
（４）経営陣や特定のステークホルダーから独⽴した⼀般株主の視点に⽴ち、⼀般株主の保護及び株主共

同の利益のために経営を監督すること。  
（５）指名・監査・報酬の三委員会委員としての職務を通して経営を監督すること。 

また、当社は指名委員会の運⽤基準として、社外取締役の在任期間（再任制限）を「原則４年まで」と
定めています。これは在任期間の⻑期化に伴って社外性が弱まることが懸念されることから定めた基準でありま
す。 
 
【原則 4－9 独⽴社外取締役の独⽴性判断基準及び資質】 

独⽴性判断基準は本報告書 II.１.【独⽴役員関係】「その他独⽴役員に関する事項」、資質については
本報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開⽰】「社外取締役候補に求めるキャリア・ス
キル及びそのバランス・多様性」をそれぞれご参照ください。 
  
【補充原則 4-11-1 取締役会全体としてのバランス、多様性及び規模に対する考え⽅】 

当社は、取締役会で取り扱うべき経営課題を勘案し、定款の定める取締役の⼈数の範囲内で取締役会を
構成します。 
（１）経営の透明性及び監督の客観性を確保するため、取締役総数の３分の１以上を独⽴社外取締役と

するとともに、過半数を「執⾏役を兼務しない取締役」とします。 
（２）経営の監督機能をより充実させるとともに、独⽴社外取締役との連携及び執⾏役との連絡・調整を強

化するため、「執⾏役を兼務しない社内取締役」を複数名置きます。 
（３）経営上重要な意思決定における審議をより充実させるため、代表執⾏役社⻑の他、主要な職務を担

当する執⾏役数名を取締役とします。 
（４）指名・監査・報酬の三委員会は透明性・客観性を担保する点から委員⻑ 3 名を社外取締役から選

定するとともに、各委員会を⼗分機能すべく社外取締役 3 名と社内取締役 2 名で構成するため、独⽴
社外取締役は 4 名以上とします。 

（５）「執⾏役を兼務しない社内取締役」、「執⾏役兼務の社内取締役」及び「社外取締役」それぞれの⼈
数構成と組み合わせを考慮すると、現在、取締役会の規模は 10 名から 11 名程度が適当と考えており
ます。 
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（６）取締役会の多様性については、本報告書Ⅰ.1.【3-1 情報開⽰】「社外取締役候補に求めるキャリア・
スキルとそのバランス・多様性」に記載しております。 

 
【補充原則 4-11-2 取締役の兼任状況】 

当社の指名委員会は、社外取締役の選任基準として「職務遂⾏を⾏うための⼗分な時間が確保できるこ
と」と定めるとともに、候補者の選定においてはその兼任状況を慎重に確認しております。なお、第 113 回定時
株主総会で選任された取締役の兼任状況は以下のとおりであります。  
＜主な兼任状況(6/30 現在）＞ 
・松﨑 正年（取締役会議⻑） 

いちご株式会社（社外取締役）、株式会野村総合研究所（社外取締役）、⽇本板硝⼦株式会社
（社外取締役） 

・釡  和明（社外取締役） 
株式会社ＩＨＩ（相談役）、極東貿易株式会社（社外取締役）、⽇本精⼯株式会社（社外取締
役）、住友⽣命保険相互会社（社外取締役） 

・友野  宏（社外取締役） 
新⽇鐵住⾦株式会社 （相談役）、住友化学株式会社 （社外取締役）、⽇本原燃株式会社（社
外取締役） 

・能⾒ 公⼀（社外取締役） 
株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション（顧問）、スパークス・グループ株式会社（社外取締役） 

・⼋丁地 隆（社外取締役） 
⽇東電⼯株式会社（社外取締役）、丸紅株式会社（社外監査役） 

 
【補充原則 4-11-3 取締役会の実効性評価】 

当社は、2003 年に「委員会等設置会社」（現「指名委員会等設置会社」）に移⾏しましたが、「コーポレ
ートガバナンスの仕組みが意図したとおりに機能しているか否か」をチェックするために、その翌年から取締役会の
実効性に関する⾃⼰評価を開始しました。以降、毎年実施することで改善に活かしております。 

現在では、「評価・結果の分析、次年度取締役会運営⽅針の策定、運営計画の策定、実⾏」という
PDCA サイクルを回し、取締役会の実効性を継続的に⾼めるツールとして活⽤しています。 

今年度は、「第三者」の視点を⼊れることで客観性を⾼めること、並びに従来の「⾃⼰評価」では気付いてい
なかった課題を明らかにすることを意図し、アンケート及びインタビューの実施を外部機関に委託しました。 
（１）実施プロセス 

2016 年度に関する実効性評価は、以下のスケジュールで実施しました。 
・2017 年 2 ⽉ アンケート実施・回収 
・2017 年 3 ⽉ アンケート分析、インタビュー実施 
・2017 年 4 ⽉ 評価結果のとりまとめ 
・2017 年 5 ⽉ 評価結果の取締役会報告 
・2017 年 6 ⽉ 取締役会議⻑による「取締役会運営⽅針（2017 年度）」の説明 

（当社定時株主総会直後の取締役会において） 
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（２）実施対象 
全取締役を対象に外部機関がアンケート及びインタビュー（ともに匿名）を実施しました。 

（３）実施の⽬的 
評価の結果により、委員会を含めた当社取締役会の実効性の現状を確認し、抽出された課題については改

善を図ることを⽬的としています。 
（４）設問の構成 

「当社が⽬指すコーポレートガバナンスが実現できているか否か」をチェックするための設問、「取締役会議⻑の
仕事ぶり」を従来よりも踏み込んで確認する設問等を外部機関により設定したことが本年の特徴です。 

・取締役及び取締役会の役割・責務 
・取締役会と執⾏陣の関係 
・取締役会の構成、取締役の資質・知⾒ 
・委員会の運⽤状況 
・取締役会における審議 
・株主・投資家との関係に対する取締役会の関わり 
・株主・投資家以外のステークホルダーへの対応についての取締役会の関わり 
・取締役会の議⻑ 

（５）取締役会の実効性評価の結果 
  外部機関による結果報告は以下のとおりです。   
（ａ）総括 

取締役会議⻑のリーダーシップのもと、執⾏と監督の分離を基本とする設計思想に従って各機関が役割を発
揮しているとともに、更に実効性を⾼めるための継続的改善が志向されており、コニカミノルタが⽬指すコーポレー
トガバナンスが概ね実現できていることが確認できました。 
（ｂ）実効性の更なる向上のための気付き事項 
  ・社内取締役へのトレーニング、教育の機会について充実の余地がある。 
  ・CEO を⽀える⼈材の選抜、育成の体系的取組み。 
  ・PMI の積極的なモニタリング。 
  ・ESG の取組み状況について、取締役会がより関⼼を持つ。 
  ・説明資料及び説明には引き続き改善が必要（取締役会での論点に焦点を当てる）。 
  ・資料の事前配布の更なる早期化。 
（６）2017 年度の取締役会運営⽅針概要 

今回の取締役会実効性評価の結果、及び取締役による意⾒交換「企業価値を⾼めるガバナンスとは？」の
結果を踏まえ、取締役会議⻑が 2017 年度の運営⽅針を策定の上、取締役会で説明を⾏いました。 
（ａ）企業価値向上のために、取締役会では以下を重点に確認 

・各事業の現状認識と中期戦略の確認。 
・グループの 1〜5 年後に重⼤な影響を与え得るリスクの確認。 
・主要 M&A の PMI の状況確認。 
・執⾏チームの強化計画、後継者計画の確認。 

（ｂ）取締役会審議の質の向上のための取り組み 
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・取締役会開催通知とともに、事前資料配布予定⽇を通知。配布できる資料から計画的に配布。 
・説明者への議題の⽬的・狙いの徹底。 
・社内取締役への研修機会の充実。 
・社外取締役への当社に関する基本情報の提供を充実。 

 
【補充原則 4-14-2 取締役・監査役のトレーニング】 
 当社は、取締役選任基準に従い、取締役に求められる資質を有する者を指名委員会において取締役候補
者に選定しますが、新任取締役の知識、経験等の実情に合わせてトレーニングの必要性を確認し、必要な場
合はその機会を適宜、提供いたします。 
（１）新任の独⽴社外取締役には、就任に当たり当社グループの組織、事業及び財務をはじめ、中期経営

計画の内容及び進捗状況などの情報提供を⾏います。 
（２）独⽴社外取締役には、当社各事業の開発、⽣産、販売及びサービス等の現場への視察を実施し、担

当の執⾏役から最新の情報提供を⾏います。 
なお、2016 年度の実績は以下のとおりです。 

（ａ）国内視察（⽣産拠点、販売拠点。含む⼦会社。） 
合計 6 回実施。延べ 12 名の社外取締役が参加。 

（ｂ）海外視察（⽣産拠点、販売拠点。含む⼦会社。） 
1 回実施。1 名の社外取締役が参加。 

（ｃ）研究発表会 
合計 3 回実施。延べ 7 名の社外取締役が参加。 

 
【原則 5-1 株主との建設的な対話に関する⽅針】 
 当社は、株主及び投資家の皆様との建設的な対話を促進し、これにより当社の持続的な成⻑と中期的な企
業価値の向上に資するよう、積極的な IR（Investor relations：投資家向け広報）活動に努めていま
す。このような考えに基づき、当社は以下の取り組みを⾏っております。 
（１）株主との対話に関する経営陣の指定 

当社は、株主及び投資家の皆様との建設的な対話には代表執⾏役社⻑が中⼼となってこれにあたり、IR
担当の執⾏役及び IR 担当部⾨がこれを補佐し推進する体制をとっています。 
（２）社内部署の有機的な連携のための取組み 

当社は、株主及び投資家の皆様との対話につき、IR 担当部⾨である経営企画部が中⼼となってその促進
にあたり、経理、財務、法務部⾨及び各事業部⾨等が連携してこれを⽀援しています。また、IR 担当部⾨は、
適時かつ適切な対話に資するべく、経営審議会等の主要な会議や企業情報開⽰委員会とも有機的連携を
図っております。 
（３）個別⾯談以外の対話の⼿段の充実に関する取組み 

当社は、株主総会を株主の皆様との重要な対話の場と位置付け、株主総会において、当社事業に関し⼗
分かつ分かり易い情報開⽰に努め、株主の皆様からの信任を得られるような運営に努めております。また、当社
は、四半期毎に実施している「決算説明会」に加え、代表執⾏役社⻑による「経営⽅針説明会」、「個⼈投資
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家向け会社説明会」等を随時開催し、株主及び投資家の皆様とのより緊密なコミュニケーションの実現に努め
ております。 
 
（４）株主の意⾒・懸念のフィードバックのための取組み 

当社は、株主及び投資家の皆様との対話において把握されたご意⾒や当社に関する懸念を含めた IR 活動
の状況が代表執⾏役社⻑から取締役会、経営執⾏会議等の主要会議において適宜、報告される体制を整
備しております。 
（５）インサイダー情報の管理に関する取組み 

当社は、重要な会社情報の開⽰が適時適切かつ公正に⾏われることを保証するための「企業情報開⽰委
員会」を設けて情報開⽰⼿続きの整備を⾏っております。また、「グループインサイダー取引防⽌規程」に則り、
重要事実についてはそれを保有する部署の責任者が情報を管理する責務を負い、開⽰は適時適切かつ公正
に⾏うこととして、⼀部の株主及び投資家の皆様にのみこれを提供することのないよう情報管理の徹底に努めて
おります。 
（６）そのほかの取組み 

当社は、株主名簿上の株主だけでなく、実質株主判明調査等により実質的に投資判断や議決権⾏使を
⾏う株主の把握に努めており、これら実質株主との対話も重視しております。 
株主及び投資家の皆様に対する開⽰においては、財務情報の開⽰に加え、代表執⾏役社⻑の中⻑期視点
での経営に対する考え⽅、ESG（環境、社会及びガバナンス）情報などの⾮財務情報の提供、独⽴社外取
締役からの情報発信についても、より⼀層の充実を図ってまいります。 
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２．資本構成 

外国人株式保有比率 30%以上 

 

【⼤株主の状況】 
氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 36,128,900 7.18

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 34,932,500 6.94

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 13,945,007 2.77

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 

(三井住友信託銀行再信託分・株式会社三井住友銀行退職給付信託口) 
11,875,000 2.36

日本生命保険相互会社 

(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) 
10,809,234 2.15

野村信託銀行株式会社(退職給付信託三菱東京ＵＦＪ銀行口) 10,801,500 2.14

大同生命保険株式会社 

(常任代理人 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) 
9,040,518 1.79

JP MORGAN CHASE BANK 385632  

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)  
8,884,754 1.76

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口５) 8,600,600 1.71

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 

(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 
7,785,158 1.54

支配株主（親会社を除く）の有無 ――― 

親会社の有無 なし 

 
補⾜説明 
 

３．企業属性 

上場取引所及び市場区分 東京 第一部 
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決算期 3 月 

業種 電気機器 

直前事業年度末における（連結）従業員数 1000 人以上 

直前事業年度における（連結）売上高 1000 億円以上 1 兆円未満 

直前事業年度末における連結子会社数 100 社以上 300 社未満 

 
 
４．⽀配株主との取引等を⾏う際における少数株主の保護の⽅策に関する指針 

――― 

 
５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

――― 
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Ⅱ経営上の意思決定、執⾏及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の
状況 
１．機関構成・組織運営等に係る事項 

組織形態 指名委員会等設置会社 

【取締役関係】 

定款上の取締役の員数 15 名 

定款上の取締役の任期 1 年 

取締役会の議長 その他の取締役 

取締役の人数 10 名 

【社外取締役に関する事項】 

社外取締役の人数 4 名 

社外取締役のうち独立役員に指定されて

いる人数 
4 名 

 
会社との関係(1) 

氏名 属性 
会社との関係(※) 

a b c d e f g h i j k

釡  和明 他の会社の出身者     △

友野  宏 他の会社の出身者     △

能見 公一 他の会社の出身者     

八丁地 隆 他の会社の出身者     △

※ 会社との関係についての選択項目 

※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 

※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」 

a 上場会社又はその子会社の業務執行者 

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者 

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

h 上場会社の取引先（d、e 及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

k その他 
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会社との関係(2) 

氏
名 

所属委員会 
独
立
役
員 

適合項目に関する

補足説明 
選任の理由 

指
名
委
員
会 

報
酬
委
員
会 

監
査
委
員
会 

釡 

 

和

明 

○  ○ ○ 

株式会社ＩＨＩ 
相談役 
株式会社ＩＨＩと当社

の間の取引関係は、 
両社において連結売

上高の１%未満であ 
ります。 

＜社外取締役選任理由＞1.出身分野における実績と識見を有するこ

と、2.当社と重要な取引関係等がなく独立性が強いこと、並びに、3.取締

役会及び委員会の職務につき十分な時間が確保できることを重視して

おります。 

釡和明氏は株式会社ＩＨＩにおいて、事業の選択と集中を推進するなど、

総合重機メーカーの経営に長年にわたり携わって来られました。企業経

営者としての豊富な経験と幅広い識見を有しております。  

引き続きガバナンスの維持・強化に貢献していただけるものと考えてお

ります。  

＜独立役員指定理由＞当社指名委員会が定める独立性基準を満た

し、また、左記のとおり、主要な取引先・主要な株主の業務執行者その

他に該当せず、社外取締役の役割において一般株主と利益相反が生じ

るおそれが無いと判断したため、「独立役員」に指定しております。 

友

野 

 

宏 

○ ○  ○ 

新日鐵住金株式会社

相談役 

 

新日鐵住金株式会社

と当社の取引関係

は、両社において連

結売上高の１％未満

であります。 

＜社外取締役選任理由＞1.～3.は同上。  

友野宏氏は住友金属工業株式会社及び新日鐵住金株式会社におい

て、鉄鋼メーカーの技術・製造から企画・管理、新規分野の担当を含 

め、素材系製造業の経営に長年にわたり携わって来られました。  

企業経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有しております。 

引き続きガバナンスの維持・強化に貢献していただけるものと考えてお

ります。  

＜独立役員指定理由＞当社指名委員会が定める独立性基準を満た

し、また、左記のとおり、 主要な取引先・主要な株主の業務執行者その

他に該当せず、社外取締役の役割において一般株主と利益相反が生じ

るおそれが無いと判断したため、「独立役員」に指定しております。 

能

見 

公

一 

 ○ ○ ○ 

株式会社ジェイ・ウィ

ル・コーポレーション

顧問 

 

株式会社ジェイ・ウィ

ル・コーポレーション

と当社の取引関係

は、ございません。 

＜社外取締役選任理由＞1.～3.は同上。  

能見公一氏は農林中央金庫及び株式会社あおぞら銀行において金融

業の経営に、また株式会社産業革新機構において、投資活動を通じた

新規事業の育成、及び企業の自己変革の支援等の業務に携わって来

られました。幅広い経営経験と識見を有しており、ガバナンスの維持・強

化に貢献していただけるものと考えております。 

＜独立役員指定理由＞当社指名委員会が定める独立性基準を満た

し、また、左記のとおり、 主要な取引先・主要な株主の業務執行者その

他に該当せず、社外取締役の役割において一般株主と利益相反が生じ

るおそれが無いと判断したため、「独立役員」に指定しております。 
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氏
名 

所属委員会 
独
立
役
員 

適合項目に関する

補足説明 
選任の理由 

指
名
委
員
会 

報
酬
委
員
会 

監
査
委
員
会 

八

丁

地 

隆 

○ ○ ○ ○ 

元 株式会社日立製

作所 代表執行役 執

行役副社長 

株式会社日立製作所

と当社の取引関係

は、両社において連

結売上高の１%未満

であります。 

＜社外取締役選任理由＞1.～3.は同上。  

八丁地隆氏は株式会社日立製作所において、グローバル経営、事業転

換の推進など総合電機メーカーの経営に長年にわたり携わって来られ

ました。企業経営者として幅広い経営経験と識見に加え、下記のとおり

当社に対する高い独立性を有しており、当社の取締役会・委員会を通し

てガバナンスの維持・強化に貢献していただけるものと考えております。

＜独立役員指定理由＞当社指名委員会が定める独立性基準を満た

し、また、左記のとおり、 主要な取引先・主要な株主の業務執行者その

他に該当せず、社外取締役の役割において一般株主と利益相反が生じ

るおそれが無いと判断したため、「独立役員」に指定しております。 

 
【各種委員会】 

各委員会の委員構成及び議⻑の属性 
 全委員（名） 常勤委員（名） 社内取締役（名） 社外取締役（名） 委員長（議長）

指名委員会 5 2 2 3 社外取締役 

報酬委員会 5 2 2 3 社外取締役 

監査委員会 5 2 2 3 社外取締役 

 

【執行役関係】 

執行役の人数 ２４名 

 

兼任状況 

氏名 代表権の有無 
取締役との兼任の有無 使用人との

兼任の有無  指名委員 報酬委員 

山名 昌衛 あり あり × × なし 

原口  淳 なし なし × × なし 

若島  司 なし なし × × なし 

腰塚 國博 なし あり × × なし 

大須賀 健 なし なし × × なし 

畑野 誠司 なし あり × × なし 

浅井 真吾 なし なし × × なし 

伊藤 豊次 なし なし × × なし 
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葛原 憲康 なし なし × × なし 

藤井 清孝 なし なし × × なし 

秦 和義 なし なし × × なし 

鈴木 博幸 なし なし × × なし 

田井  昭 なし なし × × なし 

仲川 幾夫 なし なし × × なし 

市村 雄二 なし なし × × なし 

大幸 利充 なし なし × × なし 

竹本 充生 なし なし × × なし 

内田 雅文 なし なし × × なし 

武井 一 なし なし × × なし 

Richard K. Taylor なし なし × × なし 

伊藤 孝司 なし なし × × なし 

江口 俊哉 なし なし × × なし 

杉江 幸治 なし なし × × なし 

松枝 哲也 なし なし × × なし 

 
【監査体制】 

監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の

有無 
あり 

 
当該取締役及び使⽤⼈の執⾏役からの独⽴性に関する事項 

監査委員会の職務を補佐すべき使⽤⼈として、常勤の使⽤⼈を配置した「監査委員会室」を設置し、監査
委員会の事務局にあたるほか、その指⽰に従い職務を⾏い、その旨を社内規則に明記し、周知しております。 

また、当該使⽤⼈の執⾏役からの独⽴性及び同使⽤⼈が監査委員会から受ける指⽰の実効性を確保す
るため、当該使⽤⼈の任命、異動、懲戒等の⼈事権に関わる事項は、監査委員会の事前の同意を得ることと
しております。 
 
監査委員会、会計監査⼈、内部監査部⾨の連携状況 
 監査委員会は、会計監査⼈と年間相当な回数の会合を持ち、会計監査⼈の監査⽅針や監査計画につい
て詳細な説明や、会計監査⼈の職務の遂⾏が適正に⾏われることを確保するための説明等を聞くとともに、監
査委員会からも重点監査項⽬について要望を伝えるなど積極的に意⾒・ 情報交換を⾏い、適正で厳格な会
計監査が実施できるよう努めております。また監査法⼈としての審査体制や内部統制の状況についてもヒアリン
グを⾏い、確認をしております。監査委員会は、会計監査⼈の監査の⽅法及び結果に関する詳細な監査報
告を受けるのみならず、都度、監査実施報告書を受領し会計監査⼈の監査の実施状況の把握に努めていま
す。監査委員会が把握している事実と照合することもあわせ、会計監査⼈監査の相当性の判断を⾏っておりま
す。 
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 当社は、指名委員会等設置会社で監査委員会を設置しておりますが、国内⼦会社は、全て監査役設置会
社であります。監査委員会は、内部監査部⾨としての経営監査室に加え、各社監査役と、各々監査主体とし
ての独⽴性を維持しつつも、相互に連携・協⼒し、監査の効率性、実効性を⾼める努⼒を⾏っております。 
 経営監査室は、内部監査に関する監査報告書と定期の監査活動報告書・モニタリング報告書をまとめ、代
表執⾏役社⻑に報告すると同時に監査委員会にも報告を⾏っております。 
 なお、監査委員会は、経営監査室に対し、特別監査を指⽰できることを規定しております。 
 
【独⽴役員関係】 

独立役員の人数 ４名 

 
その他独⽴役員に関する事項 

独⽴役員の資格を充たす社外役員を全て独⽴役員に指定しております。 
当社の指名委員会では、2007 年に「社外取締役の独⽴性」運⽤基準を定めました。社外取締役の独⽴

性基準として、以下の事項に該当しないことと定めております。  
（１）コニカミノルタグループ関係者 

・本⼈がコニカミノルタグループの出⾝者  
・過去５年間において、家族（配偶者・⼦供、２親等以内の⾎族・姻族）がコニカミノルタグループの取締

役・執⾏役・監査役・経営幹部の場合  
（２）⼤⼝取引先関係者  

・コニカミノルタグループ及び候補者本籍企業グループの双⽅いずれかにおいて、連結売上⾼の２％以上を占
める重要な取引先の業務執⾏取 締役・執⾏役・従業員の場合  

（３）専⾨的サービス提供者（弁護⼠、会計⼠、コンサルタント等）  
・コニカミノルタグループから過去２年間に年間５百万円以上の報酬を受領している場合  

（４）その他  
・当社の 10％以上の議決権を保有する株主（法⼈の場合は業務執⾏取締役・執⾏役・従業員）の場

合  
・取締役の相互派遣の場合  
・コニカミノルタグループの競合企業の取締役・執⾏役・監査役・その他同等の職位者の場合、⼜は競合企

業の株式を 3％以上保有している場合  
・その他の重要な利害関係がコニカミノルタグループとの間にある場合 
 

【インセンティブ関係】 

取締役・執行役へのインセンティブ付与に関する 

施策の実施状況 

業績連動型報酬制度の導入、 

その他 

 
該当項⽬に関する補⾜説明 
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2017 年度から、当社は業績連動型報酬制度として、「年度業績連動⾦銭報酬」に加えて、「中期業績連
動株式報酬」を執⾏役に適⽤しています。また、株式報酬型ストック・オプションは、2016 年 8 ⽉に発⾏した
第 12 回 2016 年度株式報酬型ストック・オプションをもって終了しました。 
 

ストックオプションの付与対象者 

 
該当項⽬に関する補⾜説明 
 
【取締役・執⾏役報酬関係】 

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない 

（個別の執行役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示 

 
該当項⽬に関する補⾜説明 

2016 年度の報酬額等に関しては以下のとおりであります。 
（１）取締役(8 名)に対する報酬額は、「固定報酬」175 百万円であります。「業績連動報酬」は⽀給して

おりません。  
（内訳） 

社外取締役 5 名：固定報酬 48 百万円 
社内取締役 3 名：固定報酬 127 百万円  

（２）執⾏役(21 名)に対する報酬額は、「固定報酬」489 百万円、「業績連動報酬」106 百万円であり
ます。  

（３）社内取締役(3 名)に対する「株式報酬型ストック・オプション」は、24 百万円であります。  
（４）執⾏役(19 名)に対する「株式報酬型ストック・オプション」は、89 百万円であります。  
（注１）2017 年３⽉ 31 ⽇現在、社外取締役は４名、社内取締役(執⾏役⾮兼務)は３名、執⾏役は

22 名であります。 
（注２）社内取締役は、上記の 3 名のほかに 4 名(執⾏役兼務)おりますが、その者の報酬等は執⾏役に

含めて記載しております。  
（注３）業績連動報酬につきましては、当事業年度において費⽤計上すべき額を記載しております。  
（注４）株式報酬型ストック・オプションにつきましては、取締役(社外取締役を除く)及び執⾏役(国内⾮居

住者を除く)に対して報酬の⼀部として発⾏した新株予約権の公正価値を算定し、費⽤計上すべき額を記
載しております。  

（注５）上記の報酬のほか、2005 年６⽉に廃⽌された従来の退任時報酬につき、報酬委員会の決議に
基づいて当事業年度中に以下のとおり⽀払っております。 
 ・執⾏役（１名） 1 百万円（2016 年 3 ⽉ 31 ⽇退任） 

 
2016 年度において報酬等の総額が 1 億円以上である者は以下のとおりです。 
執⾏役 Richard K.Taylor  177 百万円（固定報酬 83 百万円、業績連動報酬 93 百万円） 
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※上記の者は、連結⼦会社である Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc.から報酬を受
けております。 

 

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 

 
報酬の額⼜はその算定⽅法の決定⽅針の開⽰内容 

当社は、指名委員会等設置会社として社外取締役が過半数を占める報酬委員会を置き、社外取締役を
委員⻑とすることにより透明性を確保し、公正かつ適正に報酬を決定しております。 

当社の役員報酬体系は、経営⽅針に従い株主の皆様の期待に応えるよう役員が継続的かつ中⻑期的な
業績向上へのモチベーションを⾼め、当社企業グループ総体の価値の増⼤に資するものとします。報酬の⽔準に
ついては、当社の発展を担う有為な⼈材を確保・維持できるレベルを⽬標とします。 

報酬委員会は、この趣旨に沿い、取締役及び執⾏役が受ける個⼈別の報酬決定に関する⽅針を以下のと
おり決定し、この⽅針に従い取締役及び執⾏役が受ける個⼈別の報酬等の額等を決定するものであります。 
（１）報酬体系  

・取締役（執⾏役兼務者を除く）については、経営を監督する⽴場にあることから短期的な業績反映部分
を排し、基本報酬としての「固定報酬」と、中⻑期的業績が反映できる「株式報酬型ストック・オプション」で
構成する。なお、社外取締役については「固定報酬」のみとする。  

・執⾏役については、「固定報酬」の他、短期のグループ業績及び担当する事業業績をも反映する「業績連
動報酬」と、中⻑期的業績が反映できる「株式報酬型ストック・オプション」で構成する。  

（２）総報酬及び「固定報酬」は、定期的に外部の客観的データ、評価データ等を活⽤しながら、役位別に
妥当な⽔準を設定する。  

（３）「業績連動報酬」は、当該年度の業績⽔準（連結営業利益）及び年度業績⽬標の達成度に応じ
⽀給額を決定する。年度業績⽬標の達成度に 従う部分は標準⽀給額に対して 0%〜150%の幅で⽀
給額を決定する。⽬標は、業績に関わる重要な連結経営指標（売上⾼・営業利益・ＲＯＥ等）とする。  

（４）「株式報酬型ストック・オプション」は、株主視点に⽴った株価連動報酬として、社内取締役及び執⾏役
を対象に新株予約権を付与するものである。権利付与数は役位別に決定する。  

（５）執⾏役に対する「固定報酬」「業績連動報酬」「株式報酬型ストック・オプション」の⽐率は 60：25：
15 を⽬安とし、上位者は固定報酬の⽐率を引き下げて業績連動報酬の⽐率を⾼くする。  

（６）経営環境の変化に対応して報酬⽔準、報酬構成等について適時・適切に⾒直しを⾏っていく。 
 
なお、2017 年度において、当社は従来の「報酬決定⽅針」を改定しました。改定の主な項⽬とその趣旨は

以下のとおりであります。 
・中期業績に連動した報酬を導⼊しました。これにより、新たにスタートする中期経営計画で掲げた業績⽬標の

達成に向けたモチベーションを⼀層⾼めることが可能となります。 
・また、その中期業績に連動した報酬は、⾦銭でなく当社株式を交付することとしました。在任中に当社株式を

持つことで、これまで以上に株主様と同じ⽬線で中⻑期的な企業価値の向上を⽬指すようにしました。 



22 

・報酬の構成を⾒直し、固定報酬の⽐率を下げるとともに、株式報酬型ストック・オプションに替えて中期業績に
連動する株式報酬を導⼊することで業績連動部分の⽐率を⾼くしました。これにより、業績向上に対する意
識が更に⾼まることとなります。 

・クローバック条項を織り込みました。「業績連動報酬」の算定基礎である指標の業績確定値に、重⼤な誤り⼜
は不正により実態と乖離があった場合に限定して、必要な⼿続きを経た上で、⽀給制限⼜は返還要請を⾏
うというものです。 
これらの改定は、2015 年度から報酬委員会で議論・検討を進めてきたものであり、コーポレートガバナンス・

コードの補充原則 4-2-1（経営陣の報酬は、持続的な成⻑に向けた健全なインセンティブの⼀つとして機能す
るよう、中⻑期的な業績と連動する割合や、現⾦報酬と⾃社株報酬との割合を適切に設定すべき）とも整合
するものと認識しています。 
 
＜改定後の「報酬決定⽅針」＞ 
（１）報酬体系 

・取締役（執⾏役兼務者を除く）については、経営を監督する⽴場にあることから 短期的な業績反映部
分を排し、基本報酬として「固定報酬」と、中期の株主価値向上に連動する「中期株式報酬」で構成す
る。なお、社外取締役については「固定報酬」のみとする。 

・執⾏役については、「固定報酬」の他、年度経営計画のグループ業績及び担当する事業業績を反映する
「年度業績連動⾦銭報酬」と中期経営計画の業績達成度を反映するとともに中期の株主価値向上に
連動する「中期業績連動株式報酬」で構成する。 

（２）総報酬及び「固定報酬」は、定期的に外部の客観的データ、評価データ等を活⽤しながら、役位別に
妥当な⽔準を設定する。 

（３）「年度業績連動⾦銭報酬」は、当該年度の業績⽔準（連結営業利益）及び年度業績⽬標の達成
度に基づき、各執⾏役の重点施策の推進状況も反映し、⽀給額を決定する。年度業績⽬標の達成度に
従う部分は標準⽀給額に対して 0％〜150％の幅で⽀給額を決定する。⽬標は、業績に関わる重要な連
結経営指標（営業利益・営業利益率・ROA 等）とする。執⾏役の重点施策には ESG（環境・社会・ガ
バナンス）等の⾮財務指標に関わる取組みを含める。 

（４）株式報酬については次のとおりとする。 
・取締役に対する「中期株式報酬」は、中期経営計画の終了後に役割及び在任年数に基づき当社株式を

交付するものとし、株主価値向上への貢献意欲を⾼めるとともに⾃社株保有の促進を図る。 
・執⾏役に対する「中期業績連動株式報酬」は、中期経営計画の終了後に⽬標達成度に応じて 0％〜

150％の範囲で当社株式を交付するものとし、中期経営計画の⽬標達成へのインセンティブを⾼めるとと
もに⾃社株保有の促進を図る。中期の業績⽬標は、中期経営⽅針を勘案し重要な連結経営指標
（営業利益・ROE 等）とする。 

・年度毎の基準株式数は、中期経営計画の初年度に役位別に設定する。 
・株式の交付時には、⼀定割合について株式を換価して得られる⾦銭を給付する。 
・株式報酬として取得した当社株式は、原則退任後 1 年が経過するまで継続保有することとする。 
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（５）執⾏役に対する「固定報酬」「年度業績連動⾦銭報酬」「中期業績連動株式報酬」の⽐率は、最⾼
経営責任者である執⾏役社⻑において 50：25：25 を⽬安とし、他の執⾏役は固定報酬の⽐率を執⾏
役社⻑より⾼めに設定する。 

（６）国内⾮居住者の報酬については、法令その他の事情により上記内容とは異なる取扱いを設けることが
ある。 

（７）報酬委員会は、重⼤な会計上の誤りや不正による決算の事後修正が取締役会において決議された場
合、業績に連動する報酬の修正につき審議し、必要な場合は報酬の⽀給制限⼜は返還を求める。 

（８）経営環境の変化に対応して報酬⽔準、報酬構成等について適時・適切に⾒直しを⾏っていく。 
 
【社外取締役のサポート体制】 

監査委員会事務局としての「監査委員会室」と同様に、取締役会と指名委員会及び報酬委員会の事務
局として「取締役会室」を設置し、それぞれのスタッフが社外取締役をサポートすることにより、取締役会及び各
委員会が適切に機能するよう努めております。社外取締役に対する資料の事前配布、情報提供の⼀環として
の現場視察の企画・提案・同⾏等を事務局が⾏い、取締役会における活発な議論と円滑な運営を⽀えており
ます。  
 
２．業務執⾏、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制
の概要） 
（１）業務執⾏  
（ａ）取締役会から執⾏役への権限委譲 

取締役会は、業務執⾏の決定の権限を⼤幅に代表執⾏役社⻑に委任し、取締役会が決定すべき事項と
して「経営の基本⽅針」等業務執⾏の基本的な事項に重点的に取り組むとともに経営執⾏状況の監督に注
⼒しております。  
（ｂ）業務執⾏体制  

取締役会は執⾏役を選任し、その中から代表執⾏役及び執⾏役社⻑その他の役付執⾏役を選定するとと
もに、執⾏役の職務の分掌及び指揮命令関係等を定めます。代表執⾏役社⻑その他の執⾏役は、取締役
会決議により委任を受けた業務の執⾏の決定と業務の執⾏を⾏います。  
（ｃ）経営審議会  

代表執⾏役社⻑の意思決定をサポートする機関として経営審議会を設置し、グループ経営上の重要事項
の審議を⾏います。  
 
（２）社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割  

当社は、⼀般株主の⽬線に基づく監督機能を充実することが重要と考え、指名委員会が定めた独⽴性基
準及び株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第 436 条の２に定める独⽴役員の基準に沿って独
⽴性の⾼い社外取締役を選任しております。⽇常的な役割としては、経営陣や特定のステークホルダー（⼤株
主・取引先・関係会社等）から独⽴した⼀般株主の視点に⽴ち、特に株主と経営陣との間で利益相反が⽣
じるケースにおいて、⼀般株主の保護並びに株主共同の利益の確保のために経営の監督を担っております。社
外取締役は取締役会の中で、執⾏役からの提案、あるいは重要課題の検討状況報告に対して、⼀般株主の
視点に⽴ち発⾔することに加え、豊富な企業経営経験に基づいて適宜、助⾔を⾏い、経営戦略の⾼度化及
び経営の効率性の向上に貢献しております。また、指名・監査・報酬の三委員会においては、社外取締役が各
委員⻑を務めることにより透明性の向上に貢献しております。  



24 

なお、社外取締役として有⽤な⼈材を迎え⼊れて、期待される役割が充分に発揮できるよう、当社は社外
取締役との間で、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。  

 
（３）指名  
（ａ）本報告書Ⅰ.1.【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開⽰】「執⾏役の選任及び取締役候

補の指名を⾏う際の⽅針と⼿続き」をご参照下さい。 
（ｂ）指名委員会 

①機能、役割 
・株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定します。 
・代表執⾏役社⻑から、適切な時期に後継者の計画（育成と選定）についての報告を受け、監督を

⾏います。 
②開催実績 

2016 年度は計 7 回開催いたしました。 
 
（４）監査・監督 
（ａ）監査体制  

本報告書Ⅱ.1.【監査体制】に記載のとおりであります。  
（ｂ）公認会計⼠の⽒名等  

2016 年度においては、当社は、当社グループの会社法監査と⾦融商品取引法監査について、あずさ監査
法⼈と監査契約を締結しております。当事業年度において、業務を執⾏した公認会計⼠の⽒名及び監査業
務に係る補助者の構成については、下記のとおりであります。  

（業務を執⾏した公認会計⼠）  
指定有限責任社員 業務執⾏社員 ⼩林 茂夫 
指定有限責任社員 業務執⾏社員 染葉 真史 
指定有限責任社員 業務執⾏社員 ⼭邉 道明 

（監査業務に係る補助者の構成）  
公認会計⼠ 24 名、その他 33 名の計 57 名となっております。 

（ｃ）監査委員会 
①機能、役割 

   本報告書Ⅱ.1.【監査体制】に記載のとおりであります。 
②開催実績 

2016 年度は計 13 回開催いたしました。 
 
（５）報酬決定 
（ａ）報酬決定に関する⽅針は、本報告書Ⅱ．1.「報酬の額⼜はその算定⽅法の決定⽅針の開⽰内容」 

に記載のとおりであります。 
（ｂ）報酬委員会 

①機能、役割 
   取締役及び執⾏役が受ける個⼈別の報酬、賞与その他の職務執⾏の対価として会社から受ける財産

上の利益の内容、その他報酬に関して株主総会決議により特に授権された事項を決定します。 
②開催実績 

2016 年度は計 8 回開催いたしました。 
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３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 
当社は、持続的な成⻑及び中⻑期的な企業価値の向上に資するコーポレート・ガバナンスには、経営の執

⾏における適切なリスクテイクを促す⼀⽅、執⾏に対する実効性の⾼い監督機能を確⽴し運⽤することが必要
と考え、監督側の視点からコーポレート・ガバナンスの仕組みを構築しました。会社法上の機関設計としては、
「委員会等設置会社」（現「指名委員会等設置会社」）を 2003 年に選択するとともに、属⼈性を排したシ
ステムとして、コニカミノルタ流のガバナンスをこれまで追求してきました。 

当社のガバナンス体制に関する基本的な考え⽅は以下のとおりであります。 
・経営の監督と執⾏を分離し、企業価値向上に資するべく経営の監督機能を強化する。 
・株主の⽬線からの監督を担うことができる独⽴社外取締役を選任する。 
・これらにより経営の透明性・健全性・効率性を向上する。 

 
＜コーポレートガバナンス体制の構築、実効性向上への取り組みの変遷＞ 
2000 年度 ・執⾏役員制の導⼊、取締役数の削減 
2002 年度 ・独⽴社外取締役を 2 名招聘 

・取締役の任期を 1 年に短縮 
2003 年度 ・経営統合により、コニカミノルタホールディングス(株)発⾜ 

・委員会等設置会社へ移⾏ 
・経営組織基本規則を制定 
・独⽴社外取締役を 2 名から 4 名に増員 
・報酬決定⽅針の制定 

2004 年度 ・取締役会の実効性に関する⾃⼰評価（アンケート⽅式）を開始 
2005 年度 ・退職慰労⾦を廃⽌し、株式報酬型ストック・オプションを導⼊ 
2006 年度 ・指名委員会に取締役会議⻑が参画 

・相談役制度を廃⽌ 
・社外取締役 2 名による初の海外拠点（中国⽣産⼦会社）視察を実施 
・ 「社外取締役の独⽴性」運⽤基準を制定 

2009 年度 ・報酬決定⽅針における業績連動報酬の内容を⼀部改定 
2010 年度 ・取締役会規則を⼀部改定 
2014 年度 ・取締役会の実効性に関する⾃⼰評価（アンケート⽅式）の結果を踏まえた「取締役会の年度

運営⽅針」の策定を開始 
2015 年度 ・「コーポレートガバナンス基本⽅針」を制定 

・代表執⾏役社⻑による「後継者の計画」の監督を指名委員会において開始 
2016 年度 ・取締役会の実効性評価に関するアンケート及びインタビューの実施を外部機関に委託 

・報酬決定⽅針を改定し、株式報酬型ストック・オプションに替えて、中期業績連動株式報酬 
導⼊ 
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Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権⾏使の円滑化に向けての取組み状況 
 補足説明 

株主総会招集通知の早期発

送 

株主の皆様への招集通知発送日は、株主総会当日から３週間以上前を目途と

し、招集通知発送前に当社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイト等に掲

載することにより株主の皆様の十分な議案検討期間の確保に努めております。 

実績としては、第 113 期(2017 年 3 月期)定時株主総会においては、総会前日か

ら 25 日前である 5 月 26 日（金）に招集通知を発送しました。また、招集通知の発

送に先駆け、5 月 18 日（木）（英訳版は 5 月 24 日（水））に、当社ウェブサイトにお

いて招集通知を早期掲載しました。 

集中日を回避した株主総会の

設定 

当社は、株主の皆様との建設的対話の充実や正確な情報提供等の観点を考慮

し、定時株主総会開催日を、いわゆる集中日の１週間以上前を目安に設定しており

ます。 

実績としては、第 113 期（2017 年 3 月期）定時株主総会は 2017 年 6 月 20 日

（火）に開催しております。これは、2017 年 3 月期決算に係る株主総会の最集中日

である 6 月 29 日（木）の 9 日前（7 営業日前）に当たります。 

電磁的方法による議決権の

行使 

当社は、株主の皆様による議決権の電子行使を可能とするため、複数の議決権

行使サイトを利用できる環境を整備しております。 

・株式会社 ICJ が運営する議決権電子行使プラットフォーム 

・当社の指定する議決権行使サイト (http://www.evote.jp/) 

議決権電子行使プラットフォ

ームへの参加その他機関投

資家の議決権行使環境向上

に向けた取組み 

株式会社 ICJ が運営する議決権電子行使プラットフォームに招集通知及びその

英訳を掲載し、国内及び海外の機関投資家の皆様が当該プラットフォームの利用を

事前に申し込まれた場合には、株主総会議案内容等を直接閲覧のうえ、ご検討い

ただけるよう利便性の向上に努めております。 

招集通知（要約）の英文での

提供 

当社は、株主の海外投資家比率が高いことを踏まえ、海外投資家向けに招集通

知の英訳を、招集通知発送前に当社ホームページ及び東京証券取引所のホーム

ページ等に掲載しております。 

その他 

当社は、株主の皆様に当社の取り組みをご理解頂くために、第 112 期(2016 年 3

月期)定時株主総会より、株主総会開会前後に、当社グループの商品やサービス

の展示を実施しております。 

また当社は、総会当日の報告事項（動画及び議長のプレゼンテーション）の動画

を、当社ウェブサイトに掲載しています。 

当社の株主総会では、環境に配慮した運営を行っています。第 113 期（2017 年

3 月期）定時株主総会では、招集通知に FSC 認証紙や植物油インキを使用するこ

とによって、環境に配慮しております。 

また、総会会場で使用する電力を、太陽光などの自然エネルギー電力として購

入することで、会場での通常電力使用で発生する CO2 発生量を太陽光発電による

CO2 削減効果で相殺し、地球温暖化防止に貢献しております。 
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２．ＩＲに関する活動状況 

 補足説明 

代表者自身

による説明

の有無 

ディスクロージャーポリシーの

作成・公表 

コニカミノルタグループに係る重要な情報に関し、迅速、正確かつ

公平な開示が行われるよう、コニカミノルタグループ及びその全従業

員に対して適用される「行動憲章」をもって企業情報開示にかかる

原則を定め、その実現を確実なものとするために「情報開示統制・

手続」を制定構築し、周知徹底をするとともに実施しております。 

詳細につきましては、当社 IR サイトにて和文・英文を公表しており

ます。 

（和文） https://www.konicaminolta.jp/about/investors/managem

ent/dpolicy/index.html 

（英文） https://www.konicaminolta.com/about/investors/manag

ement/dpolicy/index.html 

 

個人投資家向けに定期的説明

会を開催 

当社では社長又は IR 担当役員による説明会を開催しており、そ

の模様を当社 IR サイトで配信しております。 

（2016 年 10 月 7 日）https://www.konicaminolta.jp/about/investor

s/movie/individual-event.html 

また、当社は IR 担当者が証券会社店頭へ出向き、個人投資家の

皆さまに会社概要や経営戦略などをテーマとした会社説明会を開催

しております。2016 年度は以下のとおり、計 8 回開催しました。 

2016 年 5 月 17 日（火）丸の内、7 月 7 日（木）二子玉川、7 月 13

日（水）吉祥寺、12 月 8 日（木）横浜、2017 年 2 月 24 日（金）甲

府、3 月 3 日（金）大阪、3 月 8 日（水）町田、3 月 17 日（金）藤沢 

あり 

アナリスト・機関投資家向けに

定期的説明会を開催 

アナリスト・機関投資家向けに四半期ごとに決算説明会を開催

し、社長又は IR 担当役員が業績や経営戦略について説明しており

ます。また、個別の事業説明会や ESG 説明会を適宜開催しており

ます。2016 年度の実績は以下のとおりです。 

2016 年 4 月 11 日（月）イノベーション、4 月 14 日（木）中期事業戦

略、7 月 22 日（金）ヘルスケア、8 月 31 日（水）環境経営、9 月 20

日（火）商業・産業印刷、10 月 13 日（木）計測機器、12 月 19 日

（月）ESG、2017 年 1 月 5 日（木）ヘルスケア、2 月 8 日（水）及び 3

月 1 日（水）新事業 

なお、2017 年 4 月 5 日（水）には、シティグループ証券様のご協力

のもと、「持続的成長のためのコーポレートガバナンス～社外取締

役の視点を交えて」と題した投資家ミーティングを実施しております。

あり 

海外投資家向けに定期的説明

会を開催 

 北米及び欧州につきましては、議決権行使の促進、企業価値向上

のための建設的な対話を目的として、社長がそれぞれ年 1 回定期

的に株主・投資家を訪問しております。 

あり 
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また、国内海外問わず証券会社が主催するカンファレンスには IR

担当役員又は IR 担当者が適宜参加し、多様な機関投資家に対し

て経営方針や業績、今後の見通しに関する対話を実施しておりま

す。 

日本での四半期ごとの決算説明会の模様は英語訳付で動画配信を

行うとともに、海外投資家の定期的な個別訪問・来社、電話会議に

も対応しております。 

＜2016 年度決算説明会＞ 

http://www.magicalir.net/4902/slideshow/2017-05-11-E.html 

IR 資料のホームページ掲載 

当社のアニュアルレポート（統合報告書）は、財務的な年次報告

に留まらず、経営トップ自らが解説する持続的成長を目指した事業

戦略、グローバル企業としての事業展開を支える多様な人財の紹

介、また取締役会議長と社外取締役との対談形式によるガバナンス

の取組み、など統合報告として充実した非財務情報の提供に努め

ております。日本経済新聞社が主催する「日経アニュアルレポートア

ウォード 2016」では、「バランスのとれた秀逸なレポート」との講評を

いただき、「準グランプリ」を受賞いたしました。 

（アニュアルレポート）https://www.konicaminolta.jp/about/investor

s/ir_library/ar/ar2016/index.html 

アニュアルレポートのほか、決算短信、決算説明会資料、有価証

券報告書、株主通信、年次財務データ、CSR レポート、知的財産報

告書、会社案内などを以下の当社 IR サイトに掲載しております。 

（IR 資料室）https://www.konicaminolta.jp/about/investors/ir_libra

ry/index.html 

 

IR に関する部署（担当者）の 

設置 

戦略的な IR 情報発信の強化を目指し、社長直轄の位置付けで経

営企画部門に IR 機能を担っています。 

担当部署：経営企画部 IR グループ（5 名） 

担当役員：取締役常務執行役 畑野誠司 

 

 
３．ステークホルダーの⽴場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明 

社内規程等によりステークホル

ダーの立場の尊重について規定 

経営理念である「新しい価値の創造」の実現に向けて、経営ビジョンとして「グロ

ーバル社会から支持され、必要とされる企業」「足腰のしっかりした、進化し続け

るイノベーション企業」を定めております。また、「コニカミノルタグループ行動憲

章」を定めるとともに、全世界共通の「コニカミノルタグループ行動憲章ガイダン

ス」を作成し、行動憲章の各項目における望ましい行動を示し、全般的なステー

クホルダーの尊重について広く規定しております。個々のステークホルダーの立

場の尊重については個別の方針で具体的に規定し、例えば、グループ品質方針

では、「お客様最優先」と規定しております。なお、グループ行動憲章は、10 ヶ国

語に翻訳し、世界各地のグループ各社で働く従業員に周知徹底しております。 
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環境保全活動、ＣＳＲ活動等の

実施 

CSR の取り組みは経営そのものであることから、経営理念の追及と行動憲章

の実践を、コニカミノルタグループの CSR の基本とし、事業活動を通じてビジネ

ス社会、人間社会の進化に資する新たな価値を創出していきたいと考えており

ます。グローバル企業としてさらなる成長を遂げ、持続可能な社会の実現に貢献

するため、国連の「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals：

SDGs)に提起されている国際社会の課題を見据えながら、それらをビジネス機

会と捉え、課題解決につながるイノベーションを生み出すと同時に、その成果

を、当社の持続可能な成長につなげていく必要があります。 

環境側面では、グローバル企業として持続可能な環境・社会の実現に向け、2

050 年をターゲットとする CO2 排出量削減の長期環境ビジョンを掲げ、環境課

題の解決に貢献する商品やサービスを提供すると同時に、そのプロセスを通じ

て企業の成長を実現するため、事業計画と連動した取り組みを進めております。

2017 年度には新中期環境計画に併せて、「New エコビジョン 2050」を策定し、

より意欲的な目標として「カーボンマイナス」を打ち出し、2050 年にお取引先や

お客様、地域社会といったステークホルダーとの連携により、自社による CO2

排出量を上回る CO2 排出削減効果を生み出すことを目指してまいります。加え

て、環境課題解決と事業成長を両立させる取組みを発展させ、「グローバル、デ

ジタルをキーワードに、環境課題に加えて、SDGs 視点の社会課題も解決してい

くことで、事業貢献度（売上、利益）の拡大」を推進してまいります。これらの目標

を達成するため、３つのグリーン活動(グリーンプロダクツ、グリーンファクトリー、

グリーンマーケティング)を展開し、製品開発から調達・生産・物流・販売・サービ

ス、さらには回収・リサイクルに至るライフサイクル全体を視野に入れた環境計

画を策定し、グローバルに推進しております。 

社会側面においては、人権が尊重された持続可能な社会の構築が重要との認

識のもと、サプライチェーン全体で CSR 活動を展開しております。CSR 調達に

おいては「調達方針」と「サプライヤー行動規範」を定め、サプライチェーンにおけ

る、労働（人権）、倫理、安全衛生、環境などについてお取引先と一体となって取

り組んでおります。また、「紛争鉱物対応方針」を定め、サプライチェーン最上流

での紛争による人権侵害防止の課題に対しても、お取引先への調査を進めるな

ど取り組みを進めております。 

ステークホルダーに対する 

情報提供に係る方針等の策定 

コニカミノルタグループ行動憲章等において、「私たちは広く社会とのコミュニ

ケーションを行い、企業情報を適時かつ公正に開示します。」と規定しておりま

す。組織体制といたしましては、企業情報開示委員会を設置し当社グループの

重要な会社情報が適時・適切に、かつ公正に開示できるようにしております。 

その他 

＜健康経営の推進＞ 

コニカミノルタは、「従業員の健康が全ての基盤」との認識のもと、「健康第一」

の風土の醸成を通じて健康経営を推進するという理念「コニカミノルタグループ

健康宣言」に基づいて、会社と健康保険組合のリソースを最大限活用できるよ

う、施策立案と推進をワン・マネジメント体制（コラボヘルス）で運営しながら、健

康増進策を積極的に展開しております。 

健康リスク保有者をフィジカル・メンタルの両面からセグメント化し、それぞれ

の削減目標を設定して、その実現に向けた施策を推進しております。 
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フィジカル面では、国内グループ会社全体で「重症化予防施策」を展開し、定期

健康診断の受診後は、リスク保有者に産業保健スタッフが指導を行うとともに、

病院受診勧奨を強化しております。メンタル面では、全従業員を対象としたストレ

スチェックを年 2 回実施し、この結果をセルフケアに活用する一方、ストレス度の

高い職場については改善策を立案・実行しています。 

さらに、従業員の健康度を示す指標を設定し、健康度を「見える化」することで、

健康意識を向上するとともに、健康増進に向けた支援活動を実施しております。

＜ダイバーシティの推進＞ 

世界 50 カ国にグループ会社拠点を置き、米国、欧州、中国、アジア、その他

地域から約 80%を売り上げるコニカミノルタは、多様な人財の能力発揮を最大

化することが、これまでにない「新しい価値の創造」を継続的に生み出し、企業競

争力・企業成長の源泉であることを強く認識し理解しおります。そして、女性、外

国人、LGBT、障がい者など社員の属性の多様性のみならず、社員の働き方の

多様性にも着目して、世界の各極点でダイバーシティ推進を展開しております。 

コニカミノルタの米国オフィスでは、女性社員のキャリア開発支援を目的とし

た”Step Forward”プログラム、欧州オフィスでは、”Women’s Network”の構築

や欧州内のグループ会社間異動プログラム”Move Forward”などがあります。

日本では、ダイバーシティ推進の本質理解や意識・行動変革に向けたワークショ

ップやネットワーキングプログラムのほか、多様な働き方を支援するための制度

の見直しなどに加速的に取り組んでおり、それら活動の一環としての女性活躍

推進で、単に働き続けることができるということにとどまることなく、活躍できるス

テージをさらに広げていくことを目指しております。2016 年度は、「女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」に基づき、行動計画を

策定し、目標達成に向けて取り組むとともに、本格的に推進するための土台づく

りとして、社長を最高責任者とする「ウィメンズコミッティ」を結成いたしました。ウ

ィメンズコミッティでは、各拠点でのワークショップ開催やオンラインアンケートに

よる全社実態調査の結果を踏まえて、2017 年度以降の取り組み方針や施策を

充実してまいります。過去からの着実な推進活動に加え、こうした取り組みも評

価され、2016 年 11 月には、女性の活躍しやすい環境づくりに積極的な企業とし

て、厚生労働省から「えるぼし認定」の最高ランクに選定されました。2017 年 4

月には、ダイバーシティ推進室を設置し、取組の強化推進を図っております。 

●管理職に占める女性管理職比率（過去３年間） 

 

コニカミノルタ（株）  

2014 年度 2.7％ 

2015 年度 3.4％ 

2016 年度 4.4％ 

コニカミノルタグループ（全世界） 

2014 年度 15.1％ 

2015 年度 15.3％ 

2016 年度 16.4％ 
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Ⅳ内部統制システム等に関する事項 
１．内部統制システムに関する基本的な考え⽅及びその整備状況 

当社は、会社法に定める「監査委員会の職務の執⾏のため必要なものとして法務省令で定める事項」(会
社法第 416 条第１項第１号ロ)、及び「執⾏役の職務の執⾏が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその⼦会社から成る企業集団の業務の適正
を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」（会社法第 416 条第１項第１号
ホ）に関して、取締役会において決議を⾏っております。その概要は以下のとおりであります。  

 
（１）監査委員会の職務の執⾏のために必要な事項  
（ａ）監査委員会の職務を補助すべき使⽤⼈として、常勤の使⽤⼈を配置した「監査委員会室」を設置し、

監査委員会の事務局にあたるほか、監査委員会の指⽰に従いその職務を⾏う。また、その旨を社内規則に
明記し、周知する。  

 
（ｂ）前号の使⽤⼈の執⾏役からの独⽴性及び同使⽤⼈が監査委員会から受ける指⽰の実効性を確保す

るため、当該使⽤⼈の任命、異動、懲戒等の⼈事権に関わる事項は、監査委員会の事前の同意を得る。  
 
（ｃ）当社の経営監査室、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会等の当社グループの内部統制を

所管する執⾏役は、監査委員会に定期的に、かつ報告すべき緊急の事項が発⽣した場合や監査委員会か
ら要請があった場合は遅滞なく、その業務の状況を報告する。また、当社⼦会社の内部監査部⾨、リスク管
理部⾨及びコンプライアンス部⾨並びに監査役は、当社監査委員会から要請があった場合は遅滞なく、その
業務の状況を報告する。  

 
（ｄ）当社は、監査委員の職務の執⾏について⽣ずる費⽤等を⽀弁するため必要かつ妥当な額の予算を確

保して運⽤する。  
 
（ｅ）当社は、監査委員会が選定した監査委員に対し、経営審議会をはじめとする主要な会議に出席する

機会を提供する。また、経営監査室、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会等の内部統制を所
管する執⾏役は、当該監査委員から調査・報告等の要請があった場合は遅滞なく、これに応ずる。  

 
（２）執⾏役の職務の執⾏が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社グループの業

務の適正を確保するための体制の整備に関する事項  
（ａ）各執⾏役は、執⾏役の⽂書管理に関する規則及びその他の⽂書管理に関する社内規則類の定める

ところに従い、経営審議会をはじめとする主要な会議の議事録、稟議決裁書その他その職務の執⾏に係る
情報を適切に保存し閲覧が可能なように管理する。  

 
（ｂ）当社は、当社グループの事業活動に関する諸種のリスク管理を所管するリスクマネジメント委員会を設

置し、リスクマネジメント委員会規則に従い、取締役会で指名された執⾏役が以下を含むリスク管理体制の
構築と運⽤にあたる。  
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・当社グループの事業活動に関する事業リスク及びオペレーショナルリスクについては、執⾏役の職務分掌に基
づき各執⾏役がそれぞれの担当職務ごとに管理することとし、リスクマネジメント委員会はそれぞれを⽀援す
る。また、リスクマネジメント委員会は、グループ経営上重要なリスクの抽出・評価・⾒直しの実施、対応策の
策定、管理状況の確認を定期的に⾏う。 
・取締役会で指名された危機管理担当執⾏役は、企業価値に多⼤な影響を与えることが予想される事象
であるクライシスによる損失を最⼩限にとどめるための対応策や⾏動⼿順であるコンティンジェンシープランの策
定にあたる。  
・当社グループ各社におけるリスクマネジメント体制の構築と運⽤の強化を⽀援する。  

 
（ｃ）当社は、事業活動全般の業務の遂⾏状況を合法性と合理性の観点から評価・改善するために、当社

グループの内部監査を担当する経営監査室を置き、内部監査規則に従い、内部監査体制の構築と運⽤に
あたる。  

 
（ｄ）当社は、当社グループにおける財務報告に係る内部統制システム及びその運⽤の有効性を評価する体

制の構築と運⽤にあたる。  
 
（ｅ）当社は、当社グループのコンプライアンス体制の構築と運⽤を所管するコンプライアンス委員会を設置し、

コンプライアンス委員会規則に従い、取締役会で指名された執⾏役が以下を含むコンプライアンス体制の構
築と運⽤にあたる。  
・当社グループにおけるコンプライアンスとは、企業活動に当たって適⽤ある法令はじめ、企業倫理、社内規則
類を遵守することと定義づけ、このことを当社グループで働く⼀⼈ひとりに対して周知徹底させる。  
・コニカミノルタグループ⾏動憲章を定め、これを当社グループ全体に浸透させるとともに、この理念に基づき、コ
ンプライアンス⾏動指針等を制定する。  
・当社グループ各社におけるコンプライアンス推進体制を構築させ、運⽤させる。  
・当社グループのコンプライアンスの違反を発⾒⼜は予⾒した者が通報できる内部通報システムを構築し、運
⽤するとともに、当該通報をしたこと⾃体による不利益取り扱いの禁⽌を社内規則に明⽰し周知する。また、
内部通報システムの担当部署は、通報の内容・状況について定期的に監査委員会に報告する。  

 
（ｆ）当社は、経営組織基本規則を定め、前各号の体制を含み、当社及び当社グループの経営統治機構

を構築する。また当社は、経営審議会その他の会議体及び権限規程等の社内規則類を通じて、当社グル
ープにおける業務の適正を確保するための体制の構築と運⽤に努め、更に当社グループの事業活動の全般
にわたる管理・運営の制度を必要に応じて⾒直すことによって業務遂⾏の合法性・合理性及び効率性の確
保に努める。また、当社は、権限規程等の社内規則類等に基づき、⼦会社の重要な業務執⾏、経理・財
務執⾏、⼈事その他重要な情報について、経営審議会その他の会議体等を通じて当社への定期的な報告
⼜は事前承認申請をさせる。 

 
当社は、上記（１）及び（２）に定めた体制を整備し、その⽅針に基づき以下のような取り組みを⾏って

おります。 
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当社の経営監査室、リスクマネジメント委員会、コンプライアンス委員会等の当社グループの内部統制を所管

する執⾏役並びに使⽤⼈は、監査委員会に対し、毎⽉書⾯にて、また定期的な会合にて、その業務の状況を
報告し、また必要に応じ、内部統制上の重要事項や課題につき、説明しました。 

調査を担当する監査委員は、当期中に開催されたすべての経営審議会、その他各事業の運営会議等の重
要な会議に出席し、意思決定の過程及び内容、執⾏役及び使⽤⼈の職務の遂⾏状況を確認しました。 
 
＜リスクマネジメント＞ 

当社は、リスクマネジメント委員会を定期的（年 2 回）及び必要に応じて臨時に開催しています。この委員
会では、企業活動に関して抽出されたリスクとその対応策を策定するとともに、リスクマネジメントシステムが有効
に機能しているかどうかの検証・評価を⾏います。なお、2016 年度は 3 回開催しました。 

当社は、クライシスに迅速・適切に対応するためにクライシス発⽣時の報告ルールを設け、執⾏役や当社⼦
会社役員等に周知しています。その報告ルールに沿って、世界各地で発⽣した災害事故、その他のクライシスに
関する情報を危機管理担当執⾏役が集中管理しています。 
 
＜内部監査＞ 

当社は、グループ全体の内部監査機能を担う経営監査室を設置しています。 
経営監査室は、代表執⾏役社⻑の直轄組織としてグループ全体の内部監査機能を担い、当社及び当社

⼦会社の内部監査を⾏っています。監査にあたっては、財務報告の信頼性、業務の効率性及び有効性、法令
遵守の観点から、リスクアプローチによる効率的な監査を進めています。また、監査の指摘事項に対してどのよう
な改善に取り組んでいるかを検証するフォローアップ監査も実施しています。 

さらに、主要な⼦会社にも内部監査部⾨を設置し、当社の経営監査室との連携を図りながら、グループの内
部監査機能を強化しています。 

なお、当社では、企業の不正会計を防⽌し、財務報告の信頼性を確保することを⽬的とした⾦融商品取引
法に従い、当社⼦会社を含む連結グループ 131 社を対象とした社内評価に基づいて内部統制報告書を作
成し、会計監査⼈による内部統制監査を経て、有価証券報告書と併せて提出しています。 
 
＜コンプライアンス＞ 

代表執⾏役社⻑のもと、取締役会で任命されたコンプライアンス担当執⾏役がグループコンプライアンス推進
上の重要事項を決定し、コンプライアンスを推進、統括する責務を負っています。その遂⾏のため、コンプライアン
ス担当執⾏役の諮問機関として、コーポレートの各機能を担当する執⾏役で構成される、「グループコンプライア
ンス委員会」を組織し、2016 年度は 2 回開催しました。 

当社⼦会社では、各社の社⻑がコンプライアンス責任者として、コンプライアンスを推進する体制となっていま
す。また、コンプライアンス担当執⾏役は、さらに、欧州、北⽶、中国及び東南アジアにおける各担当エリアのコン
プライアンス推進⽀援役を任命し、海外各地域の実情に応じたコンプライアンス推進活動を実⾏しています。 

コンプライアンス意識の醸成を図るため、すべての部⾨・⼦会社にコンプライアンスの推進状況の定期的な報
告を義務づけ、コンプライアンス担当執⾏役がグループ内のコンプライアンス推進状況を集約し、定期的に監査
委員会に報告しています。 
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＜内部通報制度＞ 

当社は、内部通報窓⼝の整備、充実に取り組んでいます。⽇本では、当社グループの従業員が、代表執⾏
役社⻑、コンプライアンス担当執⾏役、法務部⻑⼜は外部の弁護⼠に、電話、電⼦メール、⼿紙など複数の
⼿段によりコンプライアンス上の問題を連絡、相談する窓⼝を設けています。⽶州では、北⽶全域をカバーする
窓⼝を設置し、欧州では欧州全域を対象とした 24 時間・複数⾔語対応可能な通報システムを導⼊していま
す。中国では全域をカバーする窓⼝を、東南アジアでも⼦会社を対象とした窓⼝を設置しております。 

2016 年は、⽇本の内部通報窓⼝には 31 件、海外における内部通報窓⼝には 27 件の通報がありまし
たが、重⼤な法令違反に関するものはありませんでした。 

内部通報を受けた場合には、通報者に不利益を与えないことを確保して調査などを実施し、早期解決を当
該部署に指⽰しています。また、コンプライアンス担当執⾏役は、これらの内部通報情報を定期的に監査委員
会に報告しています。 
 
２．反社会的勢⼒排除に向けた基本的な考え⽅及びその整備状況 
（１）基本的な考え⽅  
 当社は、企業⾏動における最⾼位のグループ規範である「コニカミノルタグループ⾏動憲章」の理念に基づき制
定した「コンプライアンス⾏動指針」において、反社会勢⼒とは⼀切関係を持たず、不当要求に対しては毅然と
した態度で臨むことを規定しております。  
 
（２）整備状況  
 当社は、法務部を対応部署とし、コンプライアンスマニュアルにより全従業員に反社会的勢⼒に対する⾏動指
針の周知徹底をはかるとともに、 社内関係部⾨及び外部専⾨機関との協⼒体制を整備しております。 
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Ⅴその他 
１．買収防衛策の導⼊の有無 

買収防衛策の導入の有無 なし 

 
該当項⽬に関する補⾜説明 
 
２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 
（１）取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を⾏使することができる株主の議決権の３分の１以上
を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって⾏う旨、及び、取締役の選任決議は累積投票によらな
い旨を定款で定めております。 
 
（２）剰余⾦の配当等の決定機関 

当社は、剰余⾦の配当等会社法第 459 条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのあ
る場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。 

また、当社は、剰余⾦の配当等会社法第 459 条第１項各号に定める事項について、株主総会の決議に
よらず取締役会決議によって定める旨を定款で定めたことと平仄を合わせるため、会社法第 165 条第２項の
規定により、取締役会決議をもって市場取引等により⾃⼰の株式を取得することができる旨を定款で定めてお
ります。 
 
（３）株主総会の特別決議要件 

当社は、株主総会の円滑な運営を⾏うため、会社法第 309 条第２項に定める株主総会の特別決議要
件について、議決権を⾏使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決
権の３分の２以上をもって⾏う旨を定款で定めております。 
 
（４）取締役及び執⾏役の責任免除 

当社は、取締役及び執⾏役が、職務の遂⾏にあたり期待される役割を充分に発揮できるようにするため、会
社法第 426 条第１項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第 423 条第１項の取締役（取締役
であった者を含む。）及び執⾏役（執⾏役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において免
除することができる旨を定款で定めております。 
 
（５）適時開⽰体制の概要 

当社は、グループ会社すべての企業情報の開⽰が、関連法規にしたがって迅速、正確かつ公平に⾏われるよ
う、「情報開⽰統制・⼿続き」を制定しております。 

その実⾏を担う組織として、代表執⾏役社⻑直轄の社内委員会「企業情報開⽰委員会」を設置しておりま
す。同委員会は、「情報開⽰統制・⼿続き」に則った企業情報の開⽰を⼀元的に管理・統括し、代表執⾏役
社⻑を補佐しております。 
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代表執⾏役社⻑が任命した委員⻑が、経営戦略、リスクマネジメント、CSR、法務、総務やコンプライアンス
等を担当する執⾏役の中から委員を任命し運営しております。同委員会の事務局組織としては、複数の部署
の部⾨⻑や管理職からなる事務局と、関連法規及びコンプライアンスに習熟したメンバーで構成する事務局補
佐担当を設置しております。 
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